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いざというときに

※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

　昨年 12 月末、茨城県北部で震度５の大きな地震がありました。東日本大震災の余震

と言われています。本市でも、久しぶりの大きな地震と感じた人も多かったと思います。

　また、新潟県糸魚川市においては、フェーン現象の影響で火災が拡大し、現在も避難生活を余儀なく

されている方もいます。いつ自分の身に起こるか分からないのが災害です。

　本市では、一人暮らしなど本人の同意を得られた方は要援護者台帳に登録させていただき、民生委員

や区長、消防団員に日頃からの見守りやいざというときに避難の支援などができる体制を作っています。

　しかし、民生委員や地域住民、高齢者自身から話を聞いていますと、高齢者夫婦二人世帯もまた、一

人暮らしと同じ生活の不便さを抱え、支援を必要としていることを実感しています。そこで、高齢者世帯

の生の声をお聞きしたいと思い、２月から３月にかけて、無作為に抽出した高齢者だけの世帯を訪問さ

せていただきます。

　訪問するのは介護福祉課高齢福祉グループ、地域包括支援センターの職員、高齢者相談センター朝霞

荘、あそうの郷、きたうら、玉寿荘の職員です。生活の困りごとなどお聞きして、皆さんの暮らしやすさ

を一緒に考えていきたいと思います。訪問に伺った際には、ぜひお話をお聞かせください。

　訪問する職員は行方市のマーク（※）の入った名札をつけておりますので、ご確認いただければと思

います。

　いつ起こるか分からない災害。用心に越したことはありません。自分たちでできること、地域で支えら

れること、また、遠くにいる子どもたちとの連絡方法など確認しておきましょう。高齢者の方々は誰もが子

どもたちに迷惑はかけられないと言います。でも、まめに自分の様子を知らせたり、子どもの様子を聞い

たりすることは迷惑なのでしょうか。そうしたこまめな連絡が、詐欺被害の防止になるとも言われています。

　高齢者は子どもに遠慮しがちです。子ども側から声をかけることが必要なのかもしれません。

※このマークが入っています。


